
企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金 Q&A 

（令和７年 11月 26日更新） 

 

問:補助金交付要綱上における「埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市

町村の取組に位置付けられた事業」となるためには事前協議が必要か。 

○交付申請を受けて、埼玉県と市町村との間で協議を行います。交付申請者に

おいて事前の手続等は不要です。 

 

問:地域まちづくり計画の事業内容に明確な位置づけはないが、補助金交付要

綱上における「埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市町村の取組に位

置付けられたもの」となるか。 

○地域まちづくり計画の事業内容は主なものを記載しており、コンセプトに合

致しているものであれば、補助金交付要綱上における「埼玉版スーパー・シ

ティプロジェクト参加市町村の取組に位置付けられたもの」と認められるこ

とがあります。 

 

問:補助金交付要綱上における「埼玉版スーパー・シティプロジェクト参加市

町村の取組に位置付けられた事業」となるか、直接市町村に問い合わせても

よいか。 

○市町村への直接の問合せはご遠慮ください。 


